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株式会社千葉興業銀行(頭取 梅田 仁司)は、みずほ信託銀行株式会社（取締役社長 梅田 圭）の信託

代理店として、２０２０年１０月１日より、遺産整理ＷＥＢ受付サービス「ちば興銀ＷＥＢ遺産整理」

（以下、｢本サービス｣といいます）の取り扱いを開始いたします。 

 

本サービスは、完全非対面で相続手続を完了することが可能であり、新型コロナウイルス感染拡

大に伴って生じた新しい生活様式にも対応したサービスとなっています。金融機関に行く時間がな

いお客さまや近隣に店舗がないお客さまでも、２４時間・場所※を選ばず、相続手続きを進めるこ

とができます。（※日本国内の居住者に限ります。） 

 

お客さまはスマートフォンやパソコンで当行のホームページに掲載されている本サービスのご案

内・お申込みフォームから簡便にお申込みいただくことができ、相続手続きの完了まで、店頭への

来店や面談の必要はございません。また、みずほ信託銀行担当者によるＬＩＮＥ、電子メール等で

の相続相談の受付体制も整備しております。 

サービス概要は別紙をご参照ください。 

 

当行は、今後もデジタルテクノロジーの活用を通じ、お客さまの相続手続にかかるお悩み解決に

努めてまいります。 

  

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちば興銀ＷＥＢ遺産整理」の取り扱い開始 

～完全非対面で相続手続を完了することが可能となります～ 



 

 

【「ちば興銀ＷＥＢ遺産整理」商品スキーム】 

 
 

【「ちば興銀ＷＥＢ遺産整理」商品概要】 

取扱開始日 ：2020年 10月 1日 

 

 


